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社会資本整備審議会河川分科会 

河川整備基本方針検討小委員会（第１４３回） 

令和６年１０月２５日 

 

 

出席者(敬称略) 

委 員 長 小池 俊雄 

委  員 大野 元裕 

委  員 小池 百合子 

委  員 里深 好文 

委  員 清水 義彦 

委  員 髙村 典子 

委  員 立川 康人 

委  員 田中 規夫 

委  員 戸田 祐嗣 

委  員 中北 英一 

委  員 中村 太士 

委  員 森 誠一 

 

発言者 内容 

【事務局】  それでは、定刻となりましたので、社会資本整備審議会河川分科会

「第１４３回河川整備基本方針検討小委員会」を開催いたします。本

日、司会を務めさせていただきます河川計画課長、森本でございま

す。よろしくお願いいたします。また、会議は公開で行わせていただ

きます。報道関係者及び一般の方におかれましては、この会議の様子

を別回線のウェブ上で傍聴いただいております。続きまして、本日御

欠席の委員でございますが、秋田委員、中村公人委員につきまして

は、御都合により欠席となっております。以上、１４名中１２名の委

員に御出席いただいておりますので、社会資本整備審議会の規則に基

づきまして、求められる委員の総数以上の出席がございますので、本

委員会が成立しておりますことを御報告いたします。それでは、藤巻

水管理・国土保全局長より御挨拶をさせていただきます。 

【藤巻局長】  皆さん、おはようございます。水管理・国土保全局長の藤巻でござ

います。都合１４３回目にもなりましたが、小委員会開催を御案内い

たしましたところ、小池委員長をはじめ、多くの先生方が大変御多忙

の中、対面あるいはウェブで御参加いただいておりますこと、本当に

ありがとうございます。前回９月３０日に１回目の荒川水系に関しま

して御審議を賜りまして、荒川水系の持っている特徴、日本一広い川

幅なども使いながら貯留効果、遊水効果、その辺りも御説明をさせて
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いただき、あるいはそれに関して基本方針などピーク流量の出し方、

その算定方法でありますとか、あるいは貯留効果をどう見込んでいく

かというような御指摘もいただきました。また、環境面に関する配

慮、そういったところも各方面からいただいたところでございます。

その他もろもろ頂戴した御意見を、今日はどういうふうに私どもとし

てお答えしようかということを資料にまとめさせていただいておりま

すのと、具体的に基本方針の新旧対照表の形でどういうふうに基本方

針を定めていこうかということも御説明をさせていただければと思っ

ております。我々の説明に対しまして、ぜひ前回同様、これまで同様

に忌憚のない御意見を賜れればと思っておりますので、何とぞよろし

くお願いいたします。なお、前回御審議いただいた、９月３０日以降

の水管理・国土保全行政をめぐる動きの中で１つだけ御紹介をさせて

いただけるとすれば、先月、９月２１日に最大の２４時間雨量が５０

０ミリを超える豪雨災害となりました能登半島の北部、元日の地震で

も相当な被害が出たわけですが、場所によっては、その雨によって被

災状況がさらに拡大したというところが見受けられたこともございま

して、石川県知事からの要請を受けまして、石川県さんが管理してお

られた５本の河川、これを権限代行で私どもが応急復旧をやらせてい

ただく、あるいは砂防事業に関しても直轄に新たに着手することにな

りまして、そういったやり方をもって、私どもとしては被災地の一日

も早い復旧・復興をお手伝いしたいと考えて取り組んでいるところで

ございます。そういったような動きも、先生方にはこの場に限らず、

いろいろな場でお知らせをしていければと思っております。本日は、

荒川水系の河川整備基本方針の見直しにつきまして、ぜひ、繰り返し

になりますが、忌憚のない御意見を賜りまして、気候変動の時代に即

した、そういった時代にふさわしい基本方針の変更を目指してまいり

たいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは、小池委員長より御挨拶をお願いいたします。 

【小池委員長】  おはようございます。取りまとめを務めております小池でございま

す。今日は荒川の２回目ということですが、この基本方針の審議に当

たっては、２つ特徴的なことをずっと皆様と御一緒にさせていただい

ておりまして、１つは、必ず現場を見ること。最初の３河川について

はコロナの影響で見られていないですけれども、その後は、この荒川

も含めて、皆さんと現地を見させていただいて、その場でいろいろ議

論をするということをさせていただいております。もう一つが、各流

域を代表する市、町、村、あるいは区の首長とお話をする機会を持た

せてくださいということをお願いしております。手元のメモを見ます

と、鵡川、沙流川、狩野川、あるいは遠賀川等では、皆さんと現地を
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見たときに、それぞれの首長さんにお目にかかって意見交換等をさせ

ていただく機会がございました。ただ、それ以外は、多くの場合が方

針の議論が大体終わった後、私と事務局の方で首長とお話をする機会

を設けて頂いて、その結果を河川分科会の報告の中に入れるというこ

とになっているということになっております。実は今週火曜日に河川

分科会が開催され、皆さんと審議させていただいた遠賀川と太田川の

報告をさせていただいたのですが、そのときに、あっそうだ、幾つか

の川では首長さんとお話をした結果をこの小委員会の皆様に御報告し

てないなということに気がつきました。資料も多分、分科会のメンバ

ーではない方々には行っていないのではないかと思いますので、今

後、そのフォローアップはぜひ事務局でお願いしたいと思います。こ

の荒川もそのパターンでございまして、来週以降、秩父市の北堀市

長、熊谷市の小林市長、葛飾区の青木区長様とウェブでお話をする機

会をいただいております。それは分科会の資料に多分入るのですが、

皆様の手元にも事務局の方から届くようにお願いしたいと思います。

振り返ってみますと、皆さんとまとめさせていただいた利根川は、上

流の群馬県長野原町の萩原町長、栃木県足利市の早川市長、埼玉県加

須市の角田市長、茨城県常総市の神達市長、千葉県我孫子市の星野市

長の５名の市長、町長とはウェブでいろいろご相談させていただきま

した。江戸川区の斉藤区長とは、私の海外出張等で時間が折り合わ

ず、書面での意見交換となってしまいました。このように１つの川で

複数の市区町の首長の皆様とお話をする機会をいただいたというの

は、そう多くはないので、そのときの話を２例ほど御紹介しておこう

と思います。最上流の群馬県長野原町の萩原町長とお話をさせていた

だいたときに、長野原町は群馬県ですけれども、埼玉県主催で小学生

の上下流交流が３０年以上続いているということで、こういう平時か

らの交流がいろいろな形で流域全体を見る、特に流域治水という全て

のステークホルダーが流域全体で力を合わせて進めるという中で、非

常に大きな役割を担っていますというお話がございました。それか

ら、八ッ場ダムを契機として江戸川区との交流が始まっているという

ことで、江戸川区は広域避難という形で大きな課題を抱えておられま

して、長野原町も含めて、周辺の市区とも広域避難の協定等を結んで

おられます。それだけではなくて、夏に学生が長野原町に行って交流

をするというようなこともやって、非常にいい関係を築いていますと

いう御紹介がございました。最上流の町と最下流の区が、こういう形

で協力体制を平時から作っておられるというのは大変すばらしいなと

思いました。それから、埼玉県加須市の角田市長とのお話を御紹介し

ます。皆さん、御存じだと思いますが、加須市というのは、昭和２２
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年のカスリーン台風で、利根川の右岸堤新川通が切れたところでござ

います。ここもいろいろな取組をしておられまして、本当に勉強にな

るのですが、「関東どまんなかサミット会議」というものを開いて、

上下流のいろいろな方々においでいただいて協力、足並みをそろえて

治水をやるというようなことを御紹介いただきました。それから、私

がこういう対談で一番心を打たれたのは、加須市の角田市長が次のよ

うにお話になられたことです。「加須は利根川の真ん中にあります。

なので自分たちのところへ来る洪水は、上流ダム群と、それを支える

いろいろな自治体等のによる努力で貯留され、その恩恵をもって自分

たちの安全が保たれています。」と仰いました。さらに続けて、「先

生、実は加須市は中川の源流なんです。市の半分が農地で、そのうち

８５％が水田なんです。そこで、利根川上流のご努力の恩恵を受けて

いる加須市自身が、今度は下流に対してできることとしては、田んぼ

ダム等で洪水を貯留して、下流の負担を軽減しようと、農家の皆さん

とどのようなことができるかということを今協議しています。」とい

うお話をいただきました。私たちは、基本方針の変更を通じて流域治

水政策を進める役割を担わせて頂いているわけですけれども、各地域

でも高い意識を持っていただいて、より豊かなものに広げていただい

ている努力が行われているということを、こういうウェブでの面談を

通して学ばせて頂いているところです。また、こういう機会がござい

ましたら、ぜひ皆様にもこういう内容について御紹介させていただき

たいと思います。少し時間を取らせていただきましたが、私からの挨

拶は以上とさせていただきます。前回９月３０日、たくさん重い宿題

を出していただいておりますので、事務局、相当に頑張って準備して

いるようです。ぜひ実りある議論をお願いしたいと思います。以上で

す。 

【事務局】  ありがとうございました。それでは、議事に移らせていただければ

と思います。以降の進行につきまして、小池委員長、よろしくお願い

いたします。 

【小池委員長】  それでは、本日の議事に入ります。先ほど申しましたように荒川水

系の議論でございます。荒川水系河川整備基本方針に関する資料を事

務局から説明いただいて、議論に入りたいと思います。事務局、お願

いいたします。 

【事務局】  事務局の河川計画調整室長の小澤です。資料１の荒川水系河川整備

基本方針の変更について御説明します。まず、前回いただいた御意見

に対する補足説明をさせていただきます。基本高水のピーク流量の検

討についての御意見でございます。２ページを御覧ください。前回の

委員会で令和元年東日本台風での治水橋地点、岩淵地点の水位変化の
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再現性を確認しましたところ、荒川の場合、川幅が広く、河道内に大

規模に貯留する治水方式を採用していることなどから貯留関数による

再現性が低くなるといった御説明をさせていただきました。３ページ

を御覧ください。今回の荒川の基本高水のピーク流量の算定に当たっ

ての河道モデルは、右側の図の青色の箇所で準二次元不定流モデルを

使うことを御説明しました。小池委員長や中北委員からは、貯留関数

の河道の定数Ｋ、Ｐ、Ｔｌについて、どのように設定したのか分かる

ように教えてほしい、参考資料に残すことを検討してほしいといった

御意見がございました。４ページを御覧ください。貯留関数法におけ

る河道部分の定数設定の方法をまとめました。左側は前回もお示しし

た貯留関数の河道計算の概念と基礎式でございます。１９７５年の木

村博士により開発された考え方に基づいて、ある区間の貯留量Ｓと流

量Ｑの関係から、その区間の下流端から流出する流量を求めるもので

ございます。右上の方に上流の二瀬ダムから浦山川合流点までの区間

を例といたしまして、基礎式の定数Ｋ、Ｐの設定方法について記載を

してございます。まず、左の表のように様々な流量規模で不等流計算

を行いまして、その際の河道内の貯留量Ｓと流量Ｑの関係を整理し、

右のように対数グラフの上に横軸に流量Ｑ、縦軸に貯留量Ｓをプロッ

トしまして、プロットした点の近似式を求めて、ｘの前の係数７.１８

４がＫ、ｘの指数となっている０.７５４をＰとしてございます。右下

に基礎式の定数Ｔｌの設定方法を記載してございます。木村博士が採

用した方法に基づいて、左側の方にあります定流の貯留関数式に求め

られるΦＳと、洪水流の貯留関係式で求められるΦ、これのＱｍａ

ｘ、計画高水流量相当でございますけれども、この差分からＴｌを求

めております。参考資料２の基本高水等に関する資料がございます

が、そこの１８ページから２４ページに、今お示しした事例の区間以

外の区間も含めて河道の定数の設定の検討プロセスと、それから２５

ページに検討結果の一覧をつけてまとめて整理をしてございます。こ

こでは個別には御説明しませんが、こういった形で参考資料の方に記

載をしているというところでございます。戻っていただきまして、資

料１の５ページを御覧ください。清水委員からは、精度の高い準二次

元不定流を適用することについて、今後の計画の中でどのように反映

していくのか教えてほしいといったような御意見をいただきました。

それから、小池委員長からは、荒川の検討において準二次元不定流の

適用が必要になったこと、その技術的なメリットの整理をしてほしい

という御意見をいただきました。５ページでは、まず、貯留関数と不

定流計算の違いを整理してございます。上段の貯留関数法と記載され

た図を御覧いただければと思いますが、貯留関数はある河道の区間の
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下流端の流量のみを求めるものであるため、遊水地等への河道外への

洪水の流出がある場合には、下流の区間の水位が下がりますけれど

も、下流の区間の水位低下が上流の区間の水位、流量に及ぼす影響な

どを考慮できないということになってございます。次に、下段の不定

流計算と記載されたところの図を御覧ください。不定流計算は、運動

方程式や連続式を用いて各断面の水位・流量を計算する手法でござい

ますので、河道から遊水地等に洪水が流出した場合、その上流側の水

位・流量への影響を考慮することができます。このため、今回御議論

いただく荒川のように大規模かつ連続する遊水地が整備されている河

川、越流堤の可動堰化のように河道外への流出による水位変動が大き

くなる河川については、不定流計算によって河道部分の流出解析を行

うことが望ましいと考えてございます。なお、荒川においては、これ

まで洪水の立ち上がりやピークの発生時間にはずれが生じるものの、

ピーク水位はおおむね再現できているということで基本高水の設定に

当たっては貯留関数法を用いてきたところでございますが、先ほど説

明したとおり、令和元年東日本台風ではピーク水位の再現性が少し低

い結果となったこと、今後は越流堤を可動堰化するなど調節池による

洪水調節の重要性が高くなること、近年は計算能力も向上しているこ

となどから、不定流計算を採用することにしました。６ページを御覧

ください。こちらでは不定流計算のうち、利根川の基本高水の検討や

洪水の浸水想定の検討に一般的に用いられている一次元不定流と、今

回荒川で用いてございます準二次元不定流の違いを整理してございま

す。上段の一次元不定流につきましては、図のように断面一律、若し

くは低水路・高水敷で粗度係数を設定して計算しますが、下段の準二

次元不定流では、図にございますように、土地利用の状況に応じて高

水敷を幾つかの領域に分割した上で、分割した領域ごとの粗度係数や

領域間の流速差に起因する境界混合係数を設定し計算することが可能

となってございます。このため、河道が非常に幅広く、横堤、旧川跡

沿いの河畔林など、土地利用が多様な高水敷を有する荒川の場合には

準二次元不定流を用いることが望ましいと考えてございます。この準

二次元不定流については、前回、田中委員から、どのような河道断面

を設定したのか教えてほしいといった御意見をいただきました。それ

から戸田委員からは、準二次元解析を行った河道断面の設定によっ

て、その河道貯留効果が変わるので整備計画にしっかり引き継いでい

けるようにしてほしいといった御意見をいただきました。参考資料２

の基本高水等に関する資料の２６ページを御覧ください。こちらの方

に一般的な断面の区間、調節池のある区間、横堤がある区間の代表的

な３パターンの区間について断面イメージをつけているほか、横堤区
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間において、広い高水敷を有する箇所については、貯留効果を再現す

るために高水敷を横堤間で分割し、標高と容量の関係性を与えて貯留

効果を算定したといった旨を、参考資料に追記してございます。次

に、資料１の９ページを御覧ください。計画高水流量の検討について

の御意見でございます。田中委員からは、二山の波形、後半にピーク

の立つ波形など洪水調節施設が効果を発揮しにくい波形もあるので、

こういったことを想定した検討をしてほしいといった御意見をいただ

きました。また、中北委員からは、調節池へ越流させる場合の諸条件

について、気候変動による将来の変化も見越しておく必要があるとい

った御意見をいただきました。御意見を踏まえて、実績に基づく１２

の洪水の降雨波形に加えまして、アンサンブル将来予測に基づく２０

の洪水の降雨波形を２００分の１の確率に引き伸ばして、計画高水流

量の検討を行った際に設定した貯留・遊水機能が確保されているとい

った条件で岩淵の流量を確認してございます。その結果が左側の表で

ございます。上から１２の洪水が実績に基づく洪水、その下の２０の

洪水がアンサンブル将来予測に基づく洪水の結果になります。計画高

水流量７,０００㎥／ｓを超過する洪水が４つ、左端にアンサンブルの

方でございますけれども、５、７、９、２０といった番号がついた洪

水が確認されてございます。この４つの洪水がどのような洪水であっ

たかを分析したところ、いずれも入間川からの合流量が大きい洪水で

あることが確認できております。入間川からの洪水に関しては、入間

川の合流点より下流に位置する調節池のみで洪水調節をすることにな

るため、岩淵地点の流量が大きくなると考えてございます。こういっ

た分析結果も踏まえまして、下流の方では堤防強化対策、排水・避難

の取組等の危機管理対策を推進するとともに、これから調整池等の構

造を検討していくときには、さらなる気候変動、超過洪水発生時の効

果などにも留意しながら検討していきたいと考えてございます。続き

まして、１０ページを御覧ください。清水委員からは、調節池の可動

堰化によって、どれだけのピークカットの効果を見込んでいるか試算

してほしいといった御意見がございました。また、中村太士委員から

は、今回の計画高水流量の設定について、新たな洪水調節施設を造る

ことで効果を上げるのか、既存施設の改造で効果を上げるのか、曖昧

な表現になっていて見えづらいので、どうやったら必要な洪水調節機

能を確保できるのか、もう少し分かるようにしてほしいといった御意

見をいただきました。そこで現在、整備計画に位置づけられておりま

す、荒川第一から第四までの調節池について、基本高水のピーク流量

の決定波形である令和元年東日本台風時の降雨の引き伸ばし波形を使

って調節池の貯留効果、さらに越流堤の可動堰化の効果を試算してご
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ざいます。右側のグラフを御覧いただければと思います。縦軸が岩淵

地点の流量で、横軸が時間となってございます。４つのケースの岩淵

地点の流量の変化をグラフに掲載してございまして、①の赤色の線が

上流のダムも４つの調節池もいずれも整備されていないという場合の

流量でございます。②の緑色の線が上流のダムが整備されているけれ

ども、４つの調節池が整備されていない場合。③の青色の線が上流の

ダムと４つの調節池が整備されている場合。④のオレンジ色の線が上

流のダムと４つの調節池が整備された上で、さらに４つの調節池の越

流堤の可動堰化を行った場合ということの試算の結果となっておりま

す。結果として、ダム、遊水地、整備なしの場合は１万５,８００㎥／

ｓ、上流のダムが整備された場合には、これを２,２００㎥／ｓカット

して１万３,６００㎥／ｓ、さらに４つの調節池を整備した場合は、４

つの調節池で４,５００㎥／ｓカットで９,１００㎥／ｓ、さらにそれ

を可動堰化することで５００㎥／ｓカット上乗せしまして、８,６００

㎥／ｓまで流量が低減できるといった結果となってございます。この

４つの遊水地では計画高水流量である７,０００㎥／ｓまでは低減でき

ておりませんが、この部分は別途新たな貯留・遊水機能を確保してい

く必要があると考えてございます。１１ページを御覧ください。田中

委員からは、調節池について技術開発を進めていることがあれば教え

てほしいという御意見をいただきました。こちらのページでは、現在

事業中の荒川第二・第三調節池における水理解析の検討状況を整理し

てございます。現在は平面二次元解析で調節池の整備前後、整備途中

段階における河道の流況や調節池内の冠水状況等の確認を行っている

というところでございます。今後は、次のページで御説明します技術

開発の成果や水理模型実験を行いながら、越流堤などの施設設計に向

けて詳細な検討を行っていくということになってございます。１２ペ

ージを御覧ください。こちらは行政が有する課題解決に役立つ産学の

技術研究開発を促進する河川砂防技術研究開発公募を活用して、令和

７年度より越流堤のピークカット効果を向上させる構造上の工夫、越

流堤の水理模型実験を代替する手法、河道から遊水地への流入状況を

高精度に再現できる数値解析手法と技術開発を図っていくということ

で、現在、公募を開始したというところでございます。１３ページを

御覧ください。清水委員からは、第二・第三調節池が事業化されてい

る中で、計画流量配分図の変更案に、第一調節池しか記載していない

のはなぜかといった御意見をいただきました。前回の小委員会では、

完成した第一調節池のみを計画流量配分図に記載してございました

が、改めて検討しまして、遊水地については個別の事業評価の対象に

なるような大規模なもの、かつ、供用又は事業化されているものは計
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画流量配分図に記載することとして、既に供用されている第一調節池

に加えて、事業化されている第二・第三調節池も追記してございま

す。続きまして、集水域・氾濫域における治水対策についてでござい

ます。１５ページを御覧ください。秋田委員からは、荒川の浸水ハザ

ードは広域に広がっている地域なので、集水域・氾濫域における治水

対策の取組は非常に重要である。様々な取組事例を紹介してもらって

いるが、事例の目的や機能が分かりづらいため再整理してほしい。具

体的には、１つ目として、堤防強化、高規格堤防、堤防や河川敷の避

難場所や緊急時の道路としての活用。２つ目として、排水と貯留。３

つ目として、土地利用と規制。４つ目として、情報提供や教育。こう

いった順番に整理すると分かりやすいのではないかといった御意見を

いただいたところでございます。これを踏まえまして、中身は変えて

おりませんが、資料の順番や構成を整理してございまして、１６ペー

ジから１８ページ、こちらに氾濫の防止や避難等の防災性向上の機能

を持つ高規格堤防の整備、高台まちづくりの事例を掲載してございま

す。１９ページに堤防強化。２０ページ、２１ページに災害時の物資

輸送に河川敷等を活用する取組。２２ページに広域避難の計画策定の

取組を掲載してございます。２３ページには、その後、浸水の発生時

に備える排水計画。２４ページに流域での貯留の取組を掲載してござ

います。また、２５ページには流域での取組として土砂災害対策、上

下流の自治体が交流を深めながら森林整備を行っているといった事例

を掲載してございます。２６ページには被害対象を減少させる土地利

用規制、空き家等の既存ストックを活用した災害ハザードエリアから

の一定の取組を掲載してございます。２７ページには水害リスク情報

の提供や訓練。２８ページに防災教育の取組を掲載してございます。

里深委員からは、２６ページに記載している秩父市の空き家を活用し

た居住誘導の取組について、なかなか難しいので実例として進んでい

ないのではないかといった御意見をいただきました。秩父市に取組の

実績を確認したところ、まだ実績はないというところを確認してござ

います。次に、河川環境・河川利用についての検討についての御意見

でございます。３０ページを御覧ください。清水委員からは、中下流

部で囲繞堤を整備して調節池化を進めていく中で、旧流路などの湿地

環境を保全するイメージがあった方がいいと。太郎右衛門地区の自然

再生地のような湿地環境をどのように保全していくのかといった観点

が必要といった御意見をいただきました。中村太士委員からは、環境

側から見ても調節池は重要な空間であり、調節池における環境の保全

や創出について教えてほしいと。農地についても環境保全創出の観点

からの取組方針を書いてほしいといった御意見をいただきました。中
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村公人委員からは、調節池の整備によって、今後農地がどのようにな

っていくのか教えてほしいといった御意見をいただきました。また、

中北委員からは、第一調節池ではサクラソウの生育条件に合うような

頻度で浸水させるなど環境保全に取り組まれているけれども、今後、

温暖化によって流況や温度が変化していく中で、今の取組でどの程度

の保全が可能なのか、モニタリングや将来予測データを使って考えて

いただけるとよいといった御意見をいただきました。こういった御意

見を踏まえまして、調節池の整備における環境の保全、創出の考え方

をまとめてございます。上段のリード文の中に記載してございます

が、まず、横堤については、歴史的施設であること、在来植物が見ら

れるなど自然環境が豊かであることから、可能な限り改変せず、その

まま存置することを基本としてございます。また、既存の営農環境に

ついても、可能な限り影響を最小限とするとともに、調節池内の掘削

を行う必要がある場合には、掘削深や形状を工夫することにより、湿

地環境の保全・創出を図ることとしてございます。また、囲繞堤や排

水門など、新たな河川管理施設の整備範囲に希少種が生育・繁殖して

いる場合は、移植等について検討し、保全を図ることとしてございま

す。また、冠水頻度の変化による河川生態系等への影響の範囲・予測

に努めて、モニタリングを行いながら順応的な管理について検討を行

っていくということにしてございます。今、御説明した内容を下段の

図の中にも記載をさせていただいているというところでございます。

また、中村公人委員からは、用語の使い方として、調節池と遊水地は

どのように使い分けているのか。その中で、農地の扱いには違いはあ

るのかといった御意見をいただきました。用語の使い方については、

調節池、遊水地に違いがあるわけではなくて、全国的には遊水地とい

う言葉を基本的に使っています。関東地方整備局においては遊水地と

調節池という言葉を使い分けておりまして、河道内に囲繞堤を造って

整備する場合は調節池、河道外に整備する場合は遊水地、こういった

考え方で使い分けをしているというところでございます。荒川ではも

ともと河道内であったところに囲繞堤を造って整備するため調節池と

いう言葉を使っているというところでございます。また、農地の扱い

については、どちらも変わらないと考えてございます。３１ページを

御覧ください。秋田委員からは、荒川の下流部は近年、外来種が急増

し大きな割合を占めていることから、外来種とどう向き合うかが課題

となっているといった御意見をいただきました。これを踏まえまし

て、増加する外来魚類への対応状況について整理をしてございます。

増加する外来魚類に対しては、ビオトープの整備箇所における調査、

駆除活動、周辺市町の啓発活動など、地域と連携しながら取組を推進
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しているというところでございます。埼玉県においては、オオクチバ

ス、コクチバス等の被害防止のために、埼玉県内水面漁場管理委員会

の指示によって再放流が原則禁止されているというところでございま

す。外来魚類が増加している現状を踏まえまして、関係機関と連携し

た取組をより一層推進していきたいと考えてございます。３２ページ

を御覧ください。中村太士委員からは、荒川のこれまでの自然再生の

取組と実績が分かる資料を追加した方がよいといった御意見をいただ

きました。取組については、前回もお示ししましたけれども、こちら

は太郎右衛門地区の自然再生での取組というところでございます。地

域住民や民間企業などと連携して取組を行っているというところでご

ざいます。今回これらの取組の実績を３３ページで御説明していま

す。効果と言った方がいいかもしれません。３３ページを御覧くださ

い。左側の図のとおり、本事業の目標として４３種を選定してござい

ます。この中で、青枠で囲った種、これが自然再生事業前に確認され

た種でございまして、１２種が確認されていたところ、現在までに、

さらに赤枠で囲った２１種を加えた計３３種が確認されているという

ことで取組の効果が現れていると考えてございます。右下のグラフが

確認された種の経年変化になってございます。斜線の棒グラフ、これ

が各年度に確認された種でございまして、緑と青のグラフが累計の確

認種数となってございます。青色が水域、緑が草地で確認された種の

数というところになってございます。３４ページを御覧ください。こ

ちらは太郎右衛門地区ほどには詳細に確認できておりませんが、前回

お示しされたビオトープのところの資料につきまして、近年確認され

ている動植物について太字の下線部分を追記させていただいていると

いうところでございます。３５ページを御覧ください。こちらは前回

の資料の再掲となってございますけど、下段の方に自然再生事業で確

認された生物種をお示ししているというところでございます。続きま

して、資料２の荒川水系河川整備基本方針の新旧対照表について御説

明をいたします。資料２の方を御覧ください。ポイントとなる部分に

ついて御説明します。１の河川の総合的な保全と利用に関する基本方

針。流域及び河川の概要でございますが、左側の番号４から７、人口

やインフラについて追記、修正してございます。８から１２で流域の

気候、河川空間の特徴、流域の産業、土地利用について追記、修正を

してございます。１３から２０に、流域に生息する生物について追記

してございます。２１から２４、治水事業の変遷について、河川整備

基本方針や河川整備計画の策定経緯、ダム、調節池、高規格堤防の整

備について追記をしてございます。２５から２６、平成２７年関東・

東北豪雨を踏まえて、取組が開始された「水防災意識社会再構築ビジ



 

12 

 

発言者 内容 

ョン」に基づく取組について追記してございます。また、令和元年東

日本台風における被害や対応、入間川での被害を踏まえた入間川流域

緊急治水対策プロジェクトについて追記をしてございます。２７、２

８でございますが、流域治水プロジェクトの推進、グリーンインフラ

の活用、砂防堰堤の整備や治水協定の締結による利水ダムの事前放流

など、近年の取組について追記をしてございます。３０から３１、秋

ヶ瀬取水堰や朝霞水路、武蔵水路など利水施設の改築状況や渇水の発

生状況を追記してございます。３２、水質の基準の達成状況について

追記をしてございます。３４から３６、太郎右衛門地区における自然

再生の取組や河川敷の利用ルールの作成、高規格堤防の敷地を活用し

たまちと川とのつながりの強化、にぎわいの創出の取組や流域との連

携について追記をしてございます。続きまして、（２）河川の総合的

な保全と利用に関する基本方針でございますが、３９、気候変動や想

定最大規模の洪水に備えるため、流域のあらゆる関係者が協働して取

り組む流域治水の考え方を追記してございます。４０、荒川の流域特

性を踏まえた対策、本川・上下流のバランスを踏まえて対策を実施す

ること。そのために国、県、市、自治体が連携して取り組むという考

え方を追記してございます。また、特定都市河川の指定に向けた検討

について追記してございます。また、中村公人委員から、荒川では調

節池内での農地との連携が重要ということも踏まえまして、土地利用

の将来像と一体となった貯留・遊水機能の確保といったことも記載し

てございます。４１、水理・水文や土砂移動、水質、動植物の環境に

係る調査の実施。降雨、流出特性、流下特性、降雨量、降雪・融雪量

等の変化や河川生態系への影響の把握、こういったものに努めるとい

ったことを記載してございます。中北委員からの御指摘にありました

ように、サクラソウなど気候変動で温度や出水頻度が変化することに

よって保全が難しくなるといった御意見もありましたので、湿地環境

を有する場の冠水頻度の変化等にも留意するように追記してございま

す。それから、防災教育やインフラツーリズムを通じた人材育成につ

いて追記してございます。４２は首都圏広域地方計画など関係計画と

の整合について追記してございます。４３、水のもたらす恩恵を享受

できるように流域の関係者が連携して水循環の維持・回復を努めるこ

とについて追記してございます。４４、河川の有する多面的な機能の

発揮のための適切な維持管理、予防保全型のメンテナンスサイクルの

構築について追記をしてございます。４５から４７、総合的な土砂管

理の推進について追記してございます。続きまして、アの災害の発生

の防止又は軽減。４９、荒川の西遷、横堤の整備、遊水地の整備な

ど、過去からの治水事業の変遷について追記をしてございます。ま
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発言者 内容 

た、今後の対応方針として、今後の技術進展も見据えた河道が有する

遊水機能の増強、既存洪水調節施設の徹底した有効活用について追記

しているほか、計画規模以上の洪水の発生や整備途上において洪水が

発生することも想定して、中高頻度の確率規模の浸水想定、多段階の

ハザード情報の提供や高規格堤防の整備など、被害軽減、早期復旧に

取り組むことについて追記をしてございます。また、気候変動による

将来変化に合わせて調節池へ越流させる場合の諸条件を検討する必要

があるといった中北委員からの意見も踏まえまして、調節池の有効活

用を図る際には気候変動の影響を踏まえながら構造を検討していく旨

を追記してございます。５０、本川・支川の取組の概要を記載してご

ざいまして、今後の技術の進展を見据えた既存の洪水調節施設の徹底

した有効活用、事前放流の活用、ＤＸを活用して洪水防御を図ること

について追記をしてございます。また、戸田委員からは、河道断面の

形状によって調節池の効果が変わってくるので、整備計画などに引き

継げるようにしてほしいといった御意見を踏まえまして、河道掘削や

維持を行う際には調節池の適切な効果発現に留意する旨追記してござ

います。５２番、こちらも戸田委員の御意見を踏まえまして、掘削に

当たって洪水調節施設の適切な効果発現に留意する旨、さらに堤防強

化についても追記をしてございます。５３、衛星や無人航空機、オー

トバイなどを活用した河川管理について追記をしてございます。５

４、高規格堤防の整備の考え方について追記をしてございます。５

５、土砂・洪水氾濫について対策を実施することについて追記をして

ございます。５６から５８ですけれども、首都直下地震、津波、高潮

対策について追記をしてございます。５９から６０、河川管理施設の

管理について、自動化、遠隔化、内水排除施設の適切な運用について

追記をしてございます。また、樹木伐採について記載をしてございま

す。６２から６５、利水ダムの事前放流や雨水貯留、田んぼダムの取

組へのより多くの関係者の参画を促すこと。水害に強いまちづくりを

市区町村のまちづくり部局と一緒に実施してもらうために、中高頻度

の確率規模の洪水を含めた浸水想定の提供を行うことなどを追記して

ございます。それから６６、気候変動の影響による降雨量や降雪・融

雪量、流況の変化の把握について追記をしてございます。続きまし

て、イの河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持でございます

が、６８に既存施設の有効利用などによる必要な流量の確保について

追記したほか、７２、気候変動の影響による降雨量、降雪量の変化の

把握について追記をしてございます。ウの河川環境の整備と保全。７

３では河川環境の整備の保全については、ネイチャーポジティブの観

点からも河川環境の整備と保全が適切に行われるように河川環境の目
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発言者 内容 

標を定めていく、こういったことを追記してございます。７４から７

５に生態系ネットワークについて、旧流路、ヨシ原の保全などの記載

を充実させているところでございます。７６から７９に各区間別の環

境整備の目標を追記してございます。７７番については、調節池の整

備に当たっての動植物の生息・生育・繁殖、環境の保全創出について

追記してございます。８０、特定外来生物の対応について追記をして

ございます。８３、水質の状況変化に合わせて表現を修正してござい

ます。続きまして、２の河川の整備の基本となるべき事項。（１）基

本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項という

ことで、基本高水のピーク流量、洪水調節流量について変更してござ

います。また、前提条件が変化した場合の見直しについて追記をして

ございます。（２）主要な地点における計画高水流量に関する事項で

ございますが、本川・入間川の計画高水流量を更新してございます。

それから、清水委員の意見を踏まえまして、第二、第三、第四調節池

の位置を追加してございます。（３）主要な地点における計画高水位

及び計画横断形に係る川幅に関する事項ということで、９８から９９

につきまして、東京都では海岸保全基本計画が気候変動を踏まえたも

のに見直しをされているといったことを踏まえて、海岸防護と考え方

を整合した方法で潮位偏差の増加量を評価して設定した旨を追記して

ございます。これに伴って９８番の計画高潮位も更新してございま

す。（４）主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要

な流量に関する事項ということで、１０１から１０２に水利流量や渇

水流量等について時点修正を行ってございます。１０３については、

正常流量の変更について記載をしてございます。以上で事務局からの

説明を終わります。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。今、資料１と２を使って、特に資

料１で、前回お出しいただきましたいろいろな御質問や御意見の対

応、そういう対応を踏まえた上で、資料２の新旧対照表の御説明をい

ただきました。それでは、両資料につきまして、御意見を各委員から

いただきたいと思います。御意見のある方は挙手機能でお願いいたし

ます。会場の清水先生は手を挙げていただければいいんですけど。

今、中北委員、田中委員、戸田委員から手を挙げて頂いております。

それでは順番で、中北委員からお願いいたします。 

【中北委員】  まず、お礼です。前回コメントさせていただいた点に関して、追加

の解析とか説明の追加もいただきまして、ありがとうございました。

内容的には異論ございません。本文にも簡略に反映いただきまして、

どうもありがとうございました。というのがベースで、本文の４６の

１つだけ質問なんですが、計画高水流量図のところで、前回ちゃんと
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説明あったはずなんですけど、すみません。簡単な質問になるかもし

れませんが、一番下流のところが７,７００㎥／ｓから７,８００㎥／

ｓになるのは何ででしたでしょうか。４６ページです。左右比較した

ときに、東京湾のところなんですけど、７,７００から７,８００と１

００㎥／ｓ増えているのはどこから来るんでしたっけというのだけち

ょっと教えていただけますか。 

【小池委員長】  下流部ですね。いかがですか。 

【中北委員】  ４６で、上流の数値が岩渕、新河岸と同じなんですけれども、下流

はどこから１００来るんでしたっけという質問になるのかもしれませ

ん。 

【小池委員長】  どうぞ、お願いします。 

【事務局】  新旧対照表の４６ページ、９３番のところだと思いますが、これは

中川、綾瀬川の方から入ってくる流量が１００ｍ３／ｓということ

で、利根川の時に審議をさせていただいたものと関係しております。 

【中北委員】  だから、利根川のときの影響でここでは入ってくることになった

と。 

【事務局】  そうですね。中川、綾瀬川から入ってくる１００㎥／ｓを見込ん

で、７,８００㎥／ｓになっているというところでございます。 

【中北委員】  分かりました。そこらも細かくはないんですけど、何か書いておか

なくていいんでしょうかという。またややこしい質問してすみません

が、前回に比べて増えているのが、利根川との関連でというようなと

ころって書いてあるんでしたっけ。上に文章か何かで。 

【事務局】  確認します。 

【中北委員】  ちょっとそれだけ。ありがとうございました。内容的にはよく分か

りました。分かるようにちょっと残しておいたらいいなと思ったんで

すが、説明資料には入っているんですか。 

【事務局】  確認します。 

【小池委員長】  前回、少し議論したと思いますけれども。 

【事務局】  今、画面に映っている右下かな。 

【中北委員】  そうですね。分かりました。すみません、忘れていまして、申し訳

ありませんでした。そこら何か本文に書いておかんでいいのかなとい

う、何か簡単に一言とは思ったんですけど。 

【事務局】  少し考えたいと思います。全部を説明しようとすると、色々な箇所

に色々なことを追記することになってしまうので。 

【中北委員】  簡単に書けるんだったら、ちょっと入っておいたほうがいいかなと

思いましたという意見にさせてもらいます。よろしくお願いします。 

【小池委員長】  分かりました。 

【中北委員】  ありがとうございました。 
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【小池委員長】  記載するとしたらどういうふうな記載があるかを考えるということ

にさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

【中北委員】  はい。ありがとうございます。 

【小池委員長】  それでは、田中委員、お願いいたします。 

【田中委員】  追加検討と資料を充実させていただき、ありがとうございました。

大変よく分かりました。それで前回コメントした２点について、もう

少し話したいと思います。９ページで荒川本川側の流量に対して、入

間川で非常に大雨が降った場合で、かつ合流のタイミングなども含め

て７,０００㎥／ｓまで下げられない場合があると。これは可動堰化の

検討に向けて非常に重要な資料だと思います。ただし、どのようなタ

イプの洪水が洪水調節に向いてないかということをもう少し深く知る

ためにも、入間川の合流前後の本川、あるいは入間川、その３地点で

のハイドロと計画高水のハイドロがあると、さらによく分かる。つま

り１０ページのような形で見せてもらえると、こういう特性でピーク

カットに効く場合、効かない場合があるというのが分かっていいのか

な、と思いました。これはコメントになるかもしれません。もう１

点、この間、質問したＫ、Ｐ、Ｔｌの話ですかね。５ページ目以降に

あるように今後の拡張を考えると、準二次元不定流計算で行うという

のが望ましいというのは、これは私も技術的にそのほうが絶対いいだ

ろうと思っております。その上で、今後も貯留関数のモデルを使って

いく他の河川がまだあるとは思いますので、なぜこの河川で波形が早

く出過ぎるかということについては、技術的にもう少し明らかにして

おいた方がいいのかなと思いました。資料を見ると、Ｑｍａｘ付近で

Ｔｌを設定しているんですけれども、遅れ時間というのは、多分、川

が流下方向に向かって直進方向に流れず、横断方向に少し広がるよう

なときにＴｌが大きくなると思うんです。そういう意味では、荒川の

場合は扇状地付近、熊谷付近の低水路内に砂州のあるようなところと

か、あるいはそこの高水敷に乗り上げるところ、あるいは市野川が合

流した後は高水敷に乗り上げて横堤があるところ、ちょうどその乗り

始め付近ぐらいのところが一番Ｔｌが恐らく大きくなって、ピーク付

近はある程度、水の出方も確定して、むしろ遅れ時間は短く来ている

のではないかなという気がします。なので、ピークのときのＴｌでモ

デルを動かしてしまうと、恐らく早く出過ぎてしまうということなの

かな。だから、技術論的にはＴｌをもう少し細かく設定するとか、水

位に応じて設定するというようなことをすれば貯留関数でも少しは合

うのかなという気はちょっとしています。ただ、もちろんそれを今後

の拡張も考えたら、貯留関数のモデルを丁寧にこつこつ作り上げるよ

りも、準二次元不定流でやったほうがいいとは思います。今後の他河
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川における適用なんかを考えたときに、もちろん高水敷が荒川ほど広

くなければ、そういう影響はあまり出ないのかもしれません。しか

し、どれくらいの低水路に対して高水敷がどれくらいだったら何か少

し、今までのＴｌの設定法をピーク付近で考えていたのをもう少し河

道断面の変化点付近で考えるとか、何かそういう技術的な検討につな

がるようなことを少しやっておいた方がいいのかなと思いました。そ

の辺り一考の余地があるのかなと私なんかはちょっと見てて思いまし

たけれども、その辺り少しコメントをいただければなと思います。よ

ろしくお願いします。 

【小池委員長】  両点とも大変重要なところと思います。１点目の入間川の影響がど

ういうふうな形でやるのかを理解できるような資料があるとよいとい

うことと、２点目のＴｌの設定が、今の方法はピークだけれども、こ

ういう河道の影響があるところでは、必ずしもピークじゃないような

ところでの設定というのが必要になってくるだろうと、可能性がある

ということですね。そういうのは、今回、いい事例だから、いろいろ

なケースを検討していただいているので、技術的に求めてみたらどう

かという御提案も含めての御意見だと思いますが、そういうような理

解でよろしいでしょうか。 

【田中委員】  はい。そういうことです。 

【小池委員長】  事務局、いかがですか。 

【事務局】  ありがとうございます。まず、入間川のところが流れてくる場合に

なかなか洪水調節施設で対応しにくいという部分があって、これは整

備計画の中で検討していく。方針の基本高水なり、計画高水流量の中

では数字としてはこういうふうに決定させていただくんですが、入間

川からたくさん来ることも踏まえた検討が今後必要になってくると思

っております。波形を見ながら、どういったことができるんだろうか

という検討も必要になってくると思いますので、御指摘のようなこと

も参考にしながら検討していきたいと思っています。 

【小池委員長】  この基本方針の段階では、入間川の影響が分かるような資料をそろ

えるということにして、その後、整備計画レベルのときに詳細を考え

ていくということになろうかと思います。現時点では、入間川水位の

ことが影響が見えるような資料が今の段階で作れますでしょうか。 

【事務局】  検討してみたいと思います。それから、貯留関数について、もう一

度分析したらどうかという話については、先生とこれは一緒になっ

て、勉強させていただきたいというところでございます。 
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【小池委員長】  こういうイベント型の流出モデルである貯留関数法を、これまでも

使ってきているし、今後も使っていくことになるわけですね。それに

関するある種の使い方を考えなければいけないという事例に出会った

わけですね。ですから、それを基に技術的な検討を別途するというこ

とは必要不可欠かなと思います。この課題は、八ッ場ダムのときに出

てきて、貯留関数法がどの範囲まで使えるんだろうかということが随

分議論されました。東大と京大の分布型・連続時間の流出モデルの両

方で計算して２万２,０００㎥／ｓというのが出るというところまでは

確認したんですけれども、その後、台風第１９号の災害があったとき

に、１万７,０００㎥／ｓまでは再現できることが分かったということ

で、利根川の場合にはこういうもですが大きな洪水でも使えるんだと

いうことを確認できました。そういうことも前回利根川で経験しまし

たし、今回、計画を立てる段階でも議論がありました。田中委員から

御説明のあったような可能性もあり、Ｔｌはピークで合わせているの

で、それ以外のところで遅れが起こっているところの表現ができてい

ない可能性もあるということも考えられるわけなので、これは荒川の

基本方針の取りまとめの中でというよりは、少し枠組みを広げ、利根

川の経験も踏まえて、貯留関数の利用の可能性を検討してはどうかと

思います。今回のように河道が広い場合の平面的な流れ方、それが水

位との関係で必ずしもこれまでの方法でうまくいかない場合もあると

いうことに気づいたわけですから、その取りまとめを基本方針の議論

とは別個にしてはいかがかと思います。田中先生の御趣旨を私なりに

考えて、私自身の経験を踏まえて今申し上げましたけれども、いかが

でしょうか、田中先生。 

【田中委員】  そういう趣旨ですね。この前に、この方針の検討の中でやらなきゃ

いけないという意味ではなくて、やはりここから技術的に学ぶべきこ

とがあるし、どれくらいの高水敷だったら準二次元不定流を使った方

がいいよみたいな、その辺りが分かるような検討をしておくとよいか

なと思いました。 

【小池委員長】  どうぞ、課長、お願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございます。これは必ずしも荒川の検討の場でというこ

とではないというお話でございますので、我々として、どういう手法

をどういうところに使っていくのかということについては、実装の観

点から幅広く、全国的な視点でどういうふうに適用性があるのかとい

うことをしっかり検討してまいりたいと思ってございますので、ちょ

っとまた違う形になるかもしれませんが、先生方の皆さんの御意見も

いただきながら対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願い

します。ありがとうございます。 
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発言者 内容 

【小池委員長】  大変重要な議論ができたと思います。ありがとうございました。そ

れでは、戸田委員、次お願いできますでしょうか。 

【戸田委員】  前回の指摘事項に対する追加の分析と御説明ありがとうございまし

た。特に広大な高水敷を有している荒川での洪水の流下過程や、河道

の持っている貯留遊水機能の評価、あるいは調節池の効果発現のため

に準二次元解析を適用するメリット等を含めて説明いただいて、よく

理解できました。本文にもその点、反映いただいているのですが、ち

ょっと本文上の表現に関して質問とコメントがあります。２９ページ

の５０番のところになるのですかね、資料２です。２９ページの真ん

中ぐらいのところに青字で「洪水調節池施設の適切な効果発現や」と

書かれていますが、他のところでは「洪水調節施設」と書かれていま

すが、ここは洪水調節池施設という表現になっており、ここだけ特

別、調節池に絞っているように見えて、前後の文脈からは少し奇異に

感じたのが正直なところです。あともう一つ、ここでは洪水調節、仮

にこれ洪水調節施設の適切な効果発現だとすると、準二次元などを駆

使しながら広大な河川敷がもつ機能を最大限発揮していくという意味

でいくと、洪水調節施設と河道が持っている河道の貯留遊水機能を適

切に効果発現していくというように記述した方がよりよいのではない

かと思いました。同様の表現が、３１ページの５２番のところにも

「河道掘削に当たっては洪水調節池施設の効果が適切に」となってい

るのですが、ここも前後の文脈等を考えて洪水調節施設と河道の貯

留・遊水効果が適切に発揮されるような表現の方がいいのではないか

なと思いました。以上です。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。 

【事務局】  河川計画調整室長の小澤です。申し訳ございません、誤植もありま

すし、先生のさっきいただいた御助言も踏まえて、しっかり直してい

きたいと思います。 

【小池委員長】  ちょっと私から戸田委員に質問なんですけど、河道の洪水調節施

設、この場合、河道に造っているんですね。それと河道の貯留機能と

いうのは分けて書くものなんですかね。 

【戸田委員】  河道が持っている貯留・遊水効果について、河道そのものも洪水調

節施設に含んで考えるのであれば、それに含まれるという解釈もでき

るように思いますけど、やはり洪水調節施設と言われると、調節池と

かはイメージしますが、純粋に河道自体が持っている貯留・遊水効果

はイメージしづらいのかなと思うので、そこは分けて表現した方がよ

り明確かなと思いました。 

【小池委員長】  意図は分かりました。河道調節施設というのを造ろうとしているわ

けなので、それ以外の貯留機能というのがちゃんと発揮しているわけ



 

20 
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で、それと組合せでやっているわけですよね。そこが分かるようにと

いうことですね。 

【戸田委員】  はい。 

【小池委員長】  事務局、よろしいでしょうか。 

【事務局】  はい。恐らく、横堤だけ造られているところは河道と何となく呼ん

でいて、全部を囲繞堤などで囲むと我々は洪水調節施設という呼び方

で呼んでいますので、そこは河道と洪水調節施設と両方の貯留・遊水

効果をしっかり発現できるようにという趣旨で修正をさせていただき

たいと思います。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。次、森委員、お願いいたします。 

【森委員】  ありがとうございます。まずもって前回欠席させていただいて、大

変申し訳ありませんでした。ペーパーの方で少し質問等出させていた

だいて、適切な回答をいただき、かつ、今回の御説明の中でもしっか

り理解することができました。それで、ちょっとコメントということ

になるかと思いますけれども、先ほど中北委員がおっしゃられたよう

に、私も環境の保全と創出のところでの特に調節池の整備ということ

に関して、気候変動に伴う冠水頻度、非常に留意しながらというとこ

ろでしっかりとモニタリングをやっていただきたいということ、全く

同意いたします。ただ、特に土砂の堆積ということについて、とりわ

け検討いただければということ、ちょっとこれは本文に書き込むよう

な内容ではありませんけれども、留意いただければということを強く

思ったところです。それと外来種の問題についてでありますけれど

も、本文の方では全くもって問題ないんですけれども、追加のところ

で外来種あるいは外来魚というような形、文言ではなくて、やはりこ

こは特定外来生物、あるいは特定外来魚というふうに「特定」という

言葉をしっかりつけていただいた方が後々混乱が生じないかなと思い

ましたので、これは追加説明の方、補足説明の方でありますけれど

も、そういった御配慮を今後いただければと思います。本文の方には

しっかり反映されておりますので、特段問題はないかと思います。そ

れと、これは質問なんですけれども、補足事項の中の３３ページで、

再生事業をやってこういうものが増えたというようなことが書かれて

おりますけれども、例えば具体に何が効果があったかというようなこ

とは検討されているかどうかということを、もし分かる範囲であれ

ば、ちょっと教えていただきたいということが１点です。それともう

一つは、本文の方で、これは今後の検討課題になろうかと思いますけ

れども、特に本文の６８、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の

維持というところで、これは非常に河川環境面から重要なことが書か

れているかと思うんですけれども、その議論をさらに詰めなきゃいけ
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ないという大きなテーマがあるのではないかと考えております。６８

番の特に上段、河川の適正な利用及び云々と、維持に関しては、渇水

時における地下水の云々というのは、幾つかの維持、流量に関する登

場人物が書かれてあるわけですけれども、特に河川環境の保全という

観点で、ここにどういう形で必要な流量を計画的に確保するというよ

うな部分に、何というんでしょう、計画的に確保するというところに

どういうような形で入れ込むことができるのかということが、ちょっ

と私まだよく分かっておりません。ですので、この辺をもう少し具体

に、あるいは定量的にスキーマが書けないかということを今この文言

を読んで思いました。これは今後、ここの場でも少し議論ができれば

と思っていますので、もし今の、現況の事務局のお考えをここはお聞

かせいただければということで、この２点、質問ということでお願い

いたします。以上です。 

【小池委員長】  分かりました。どうもありがとうございます。よろしいですか。今

の２点、お願いいたします。 

【小島河川環境課長】  河川環境課長の小島でございます。まず、資料１の３３ページのほ

うの自然再生事業の効果という資料ですね。 

【森委員】  そうですね、はい。 

【小島河川環境課長】  こちらについての実態ですけれども、書いてありますとおり、令和

５年３月に事業を完了しておりまして、毎年のようにモニタリングと

いうか、調査はしてきているということで、ここのグラフではお示し

はしていないんですけれども、個別の対象となっている種について、

どの年にどこで確認されたというのは、一応分析は行っております。

ただ、それと場の状況がどのように変化してきたかという場の分析と

の結びつきがまだできていないという状況なので、今後、その辺も含

めて深めていきたいと考えてございます。 

【森委員】  分かりました。そうですね。やっぱり物理場の問題がどのように変

化したかということが大きく彼らの個体数、バイオマスに大きく影響

するかと思いますので、その辺も自然再生事業ということで効果とい

うことをここで文言の頭に掲げられる以上は、少しその辺の検討もい

ただければと思いましたので、引き続きよろしくお願いいたします。 

【小島河川環境課長】  続きまして、特定という言葉を外来種のところにつけることは、こ

れは修正をさせていただきます。それから、土砂の御指摘をいただい

たんですけど、この土砂というのは調節池内のイメージでしょうか。 

【森委員】  そうです。冠水した後、どういう土砂のたまり方をしていくのかと

いうようなこともモニタリングする必要があるだろうということで

す。多分されるかとは思うんですけれども。 
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【小島河川環境課長】  はい。事業を検討するときもそうですし、実際運用した後もそうい

ったことはちゃんと留意していくことになろうかと。 

【森委員】  特に環境面からもより重要であるということをちょっと指摘したか

ったということです。 

【小島河川環境課長】  はい。それから、本文の６８のところの「計画的に確保する」とい

うところの今の考え方、すみません、今、確認していますので、ちょ

っと時間をいただいて、後で、すみません、なるべくこの時間内で回

答できることを回答したいと思います。 

【森委員】  はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。最後の点はいろいろな議論が実はあ

るところだとは思いますけれども、今ずっとこの形で書いてきている

んですよね。「計画的に確保する」というのは、今回初めて入れたん

ですか。ちょっと事務局で確認して、できるだけこの会議の中でもう

一度議論させていただきたいと思います。少しお待ちください。 

【森委員】  よろしくお願いいたします。 

【小池委員長】  それでは、他にいかがでしょうか。清水委員、お願いいたします。 

【清水委員】  前回の質問に対して丁寧に答えていただきまして、ありがとうござ

います。もう一度、１０ページを確認させていただきたいと思いま

す。１０ページの右側のＲ１波形を使ったときの、設備なしからダム

群、調節池の固定堰、可動堰、ちゃんとこうやって計算していただけ

ると施設の効果が明瞭に分かります。この中で、調節池ありの固定堰

と可動堰では、固定堰の方がやはり低いのでしょうか。越流堤の高さ

のところです。そこを確認させてください。また、この波形で考えて

いるとうまくいっていますが、上流でハイウォーター付近まで頑張っ

てから入れると、下流がハイウォーター超えているときに上流側の可

動堰から入っていないということはないか。そういう波形がもし出て

くるのであれば、可動堰の多段階化ということも必要ではないか、そ

ういった懸念がないのかどうかが１点です。それからもう一つは、岩

淵まで８,８００㎥／ｓ（洪水貯留分）を頑張ってやって、岩淵地点は

７,０００㎥／ｓにしなければならない。第四調節池まで入れている整

備計画メニューだと到達できないので、より多くの努力がさらに求め

られるという、そういう解釈でよろしいのかどうかというのが２点目

です。以上です。よろしくお願いします。 

【小池委員長】  事務局、お願いいたします。 

【事務局】  まず、可動堰化したときに堰が倒れる水位というのは、可動堰をし

ないときの越流堤の高さよりも高いです。なので、先生の御指摘のよ

うな形になっているかと思います。さらに、その効果を高めていくた

めに多段階化が必要ではないかといったところ、これはそもそも基本
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高水に対して、どう施設を造っていくのかという話と、入間川みたい

に波形がちょっと変わってくる、変わった波形に対する対応を高めて

いく、この２つの観点でいろいろなことを考えていかなければいけな

いと思いますが、１つの検討のアイデアをいただいたと思います。そ

れから、もう１つは、まだ７,０００㎥／ｓに届いていないという結果

が出ていますけれども、第四まででは可動堰化でも７,０００㎥／ｓま

で下がらなかったということですから、これはこれ以外のところで何

か新たな貯留・遊水機能を確保するということになりますので、そう

いった結果が出ていると考えております。 

【清水委員】  分かりました。結構です。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。それでは次に、髙村委員、お願いい

たします。 

【髙村委員】  ありがとうございます。少し素人の感想になり、申し訳ございませ

ん。前回の会議は欠席いたしましたが、議事録は読ませていただき、

また荒川を見せていただき、どういうことが問題点であるかは理解し

たつもりです。その上でこの文章を読ませていただいて、２４番です

が、治水上、非常に大変な川だというのが正直、素人の感想でござい

ます。令和元年（２０１９年）に５か所の堤防が決壊したと、ついこ

の間のことです。それを受けて、「入間川流域緊急治水対策プロジェ

クトを実施中である」と書いてあって、その内容というのが後ろを読

まないとなかなか分からないというのが、何というか、この基本方針

の文章を読んでいてジレンマになります。２６番の最後のところも、

「入間川流域緊急治水対策プロジェクトを取りまとめて」と書かれて

おり、その内容は読んでいて分からない状況で、取りまとめた後で、

「多重防御治水の推進」とか「減災に向けた更なる取組の推進」で、

最後に「逃げ遅れゼロ及び社会経済被害の最小化を目指す」と、非常

にシビアな基本方針の内容の記述が続きます。それで、その後にもい

ろいろと、２７番の最後の方、具体的な取組としてこういうことをや

って、２８番のこういうことをやるとあるんですが、これはすぐには

できないことも多々含まれております。しかし、数年前にはすでに温

暖化の影響が豪雨として出てきているわけで、かなり大変な状況にあ

ることを、読んでいて感じます。それに対して、具体的にどう対応す

るのかがその後にきっと出てくると思うのですが、何か紐づけして分

かるような、最初から読んできても、紐づけして分かるような書きぶ

りにしていただけないだろうかと、思いました。これを読んでいる

と、素人ながらどきどきしてしまいます。それで逃げるということ

も、高台の堤防を整備してそこに逃げるということは、逃げ遅れた場

合には川に行かなくちゃいけないということ、その高台の堤防という
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のがかなり安全なものだとは思うのですが、一般に、洪水のときには

川に近づかないでと言われている中で、そうせざるを得ないような状

況が荒川にはあるということですね。そういう状況を、一般の方々は

どう理解してクリア、また、トレーニングをされていくのかなという

のが気になりました。あとは、荒川の視察のときにも申し上げたんで

すが、自然再生協議会、荒川太郎右衛門のところですね、非常によい

取組をされています。それを自然共生サイトや、ＯＥＣＭなど、新し

い枠組みへと発展させていただきたいと思います。ネイチャーポジテ

ィブという言葉は書いていただいているんですけれども、新しい生物

多様性保全の取組に発展させていくというようなことを方針の中で書

いていただければいいんじゃないかと。中村太士先生も委員でおられ

ますので、自然再生協議会の話はよく御存じだと思うので、その辺り

を相談されて、ぜひ生物多様性条約の新しい取組に加わるというよう

な形を取っていただければありがたいなというのが２点目です。３点

目は、先に分科会に出させていただいて、遠賀川では８０ぐらいのＮ

ＰＯとかＮＧＯの方のいろいろな河川の取組があるとお伺いしまし

た。荒川の下流部は都市河川で、ゴミの不法投棄という問題も大きい

と思うんですが、それは自治体や国交省だけでは解決できないので、

河川で活動されているＮＰＯなどのいろいろな取組を可視化できるよ

うな資料があれば、どういうところでどういう団体がどういう活動を

しているのかというのが分かるような資料を用意していただければあ

りがたいなと思いました。以上です。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。３点御指摘いただいていますけ

ど、事務局お願いいたします。 

【小島河川環境課長】  すみません、河川環境課ですけれども、先に２点目の自然再生事業

をもうちょっと大きな枠組みの中に位置づけるような形で発展してい

くという旨を表現できないかという御指摘いただきましたが、表現ぶ

りにつきましては、また相談させていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。当然、現場ごとに河川単独の取組で

はなく、ほかの枠組みも意識しながら、そうした広い観点での活動が

なされているということだと思いますので、そうした方向で表現ぶり

を工夫させていただければと思います。よろしくお願いします。 

【小池委員長】  事務局どうぞ。 

【事務局】  河川計画調整室長の小澤です。まず１点目で、かなりシビアな書き

方というか、基本方針になっているということで、最初の流域及び河

川の概要とか、これまでの施策の流れのところの記述だと思います。

実態として、我々河川の整備、ダムの整備、いろいろなことを進めて

いくわけですけど、それだけでは被害をゼロにすることはなかなか難
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しいということで、避難みたいなことも当然一緒にやっていかなきゃ

いけない。それから流域治水ということでやっていかなきゃいけない

ということですので、シビアな状況にはあるということだと思ってお

ります。それに対して、じゃあ我々がどうしていくのかということ

が、方針の本文の新旧対照表の２ページの方に目次がありますが、目

次の２の河川の整備の基本となるべき事項の基本高水で流量が出てき

て、それに対してどういう対策をやっていくのかということがその後

出てくるという流れになっていますので、どうしてもこの方針の構成

上は、これまでいろいろやってきた流れだとか、流域の状況とかと対

策というところが少し離れた形にはならざるを得ないのかなと思って

います。その中で、さっき入間川の話で、これまでやってきた事業

が、プロジェクトとやっている内容がうまく紐づかないみたいな話、

こういったところの表現はもう少し工夫する余地があるのかなと思っ

ております。 

【小島河川環境課長】  市民活動の方ですけれども、やはり荒川の方でも様々な形でごみ拾

いであるとか、河川愛護あるいは自然の観察であるとか、様々な形で

活動されている皆さんもいらっしゃいます。分かる範囲で参考資料に

落とし込むなどして表現させていただければと思いますので、よろし

くお願いします。 

【事務局】  先ほどのコメントで、大きなところは今みたいなコメントなんです

けれども、１つ堤防に逃げるというような話のところ、これは高規格

堤防を造って高台まちづくりなんかを進める中で避難にも活用しても

らいます。これはどうしても東京という大都市のところではなかなか

避難する場所もないという場所で、そういった施策も我々として進め

ているところでございます。事務局からは以上です。 

【小池委員長】  私の方から１点目についてなんですけれども、今、室長から御説明

がありましたように、２ページの多分目次が一番分かりやすいと思い

ます。髙村先生は、分科会にも出ていただいていたので、説明資料と

本文の関係の把握が難しくなっておりました。２ページの目次で言い

ますと、１の（１）の中に、今先生、お話のあったシビアな状況が記

述されているんですね。読んでいると、やはりどきどきするというこ

とですが、それを受けて、（２）のアの前までに総論みたいなものが

記述されていて、アの中に、今、国としてはこういう方針でやってい

きますということが書かれていて、そのスペックが、先ほど室長から

お話があったように、項目の２の（１）以降に記述されているという

構成なんです。なので、現状のところに何か対策を書くというわけに

もいかず、現状がどういう状況にあるかということを、特に台風第１

９号の災害を受けた直後でございますので、そういうシビアな記述が
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入るのは致し方ないというか、そういう方針の構成になってきている

んですけれども、この方針の構成そのものに対して変えるべきだとい

うような御意見でしょうか。 

【髙村委員】  いえ、方針を変えるべきというより、例えば、米印とかで紐づけを

してもらうと、最初に読んだときに、課題に対する国交省の対応はど

うするのかという、後ろの方で書かれていることが、すぐに分かるよ

うな、何かそういうふうな工夫をしていただければ読みやすいかなと

思ったものですから。 

【小池委員長】  恐らく１つの手としては、この基本方針が、今、目次を御説明しま

したが、こういう構成になっているということを理解していただける

ように、何がどのような順で記述されているか、目次の下にでも説明

するようなものを入れると、少しはよろしいですか。 

【髙村委員】  そうですね。私も素人なのでその辺のところを細かく……。 

【小池委員長】  いろいろな方に読んでいただいて、理解いただくのが大事だと思い

ますので、今のような措置は取れるかなと思います。事務局と検討し

たいと思いますが、ただ、一つ一つのところに対応して、方針の対応

策が決まっているわけではなくて、特に入間川の場合には直轄区間と

そうでない区間の関係というのも出てきますので、必ずしもそこの解

決にこれがダイレクトに効きますというような表現には多分ならない

と思うんですね。なので、方針の構成がどういう形になっているとい

うことを、あらかじめ読んでいただく方にお分かりいただくような説

明を加えるというのはできるかなと思いますが。 

【髙村委員】  はい。ありがとうございます。 

【小池委員長】  事務局、いかがですか。 

【事務局】  ありがとうございます。多分、目次で一応整理はされているんです

けれども伝わっていないという、そういうことのアドバイスなのかな

と思いますので、どうやったら伝わるだろうかというのをちょっと考

えてみたいと思います。 

【小池委員長】  私が火曜の分科会で申し上げたのも、これだけではなかなか伝わら

ないので、わざわざ申し上げたのでして、この文書の枠組みはこうだ

ということがこの目次だけでは伝わりにくいので、こんな構成になっ

ていますという文章を１つ作るというのは考えてみる必要があるなと

思います。そういうチャレンジをしてみますということでよろしいで

しょうか。 

【髙村委員】  はい。よろしくお願いいたします。 

【小池委員長】  ありがとうございます。それでは、立川先生、お待たせしました。

どうぞお願いします。 
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【立川委員】  どうもありがとうございます。今日議論になりました準二次元不定

流計算のところの技術的な検討はとても大事なことだと思いまして、

その上で参考資料の方なんですが、貯留関数法については漏れなくパ

ラメーターの値もどうであるかということも含めてしっかりと記載さ

れておりますので、それに併せて、例えばこれですと、５ページの準

二次元不定流の連続式と運動量保存則の式が書いてありますが、こち

らも非常に大事な資料だと思います。ここにｔｂとかｔという剪断応

力をどのように計算するのかということと併せて、粗度係数をどう設

定しているのかというような計算方法もここに併せて記載していただ

いて、代表的な粗度の値とかパラメーターの値も、２８ページに準二

次元不定流計算を用いることによってうまく水位ハイドロ計算ができ

たという結果がありますので、これを得たときのパラメーターの値等

も参考資料に記載していただくと、この後いろいろな検討に役立つと

思いますので、御検討いただければと思います。以上です。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。これはぜひその方向で検討いただき

たいと思います。よろしいですか。 

【事務局】  はい。ちょっとどこまで表現できるかというのはありますが、少し

検討させていただきます。 

【立川委員】  ありがとうございます。 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。清水委員、どうぞ。 

【清水委員】  関連してですが、昔は計画粗度という考え方がありましたが、基本

方針になってからはありません。計算の中でどうしたのか、ある程度

パラメーターがはっきりしていくと、それが例えば粗度管理、今後の

河道管理につながってくるという、情報では大切だということを、

今、立川委員の意見からそう思いました。あともう１点は、計画高水

流量図で、前回、施設名は書いた方が良いと言いましたが、一方で、

基本方針の高水流量図で施設名が入ると、これを行うと同時に、これ

で足りているとも思われる気もしています。そこで、もしこの施設名

を入れるのであれば、ここのところで、現状、事業実施されているも

のを記載していると、書き方を１つ入れた方が良いと思いました。 

【小池委員長】  そういう趣旨でこれは入っていると思いますので、趣旨の説明を加

えるということですね。 

【清水委員】  はい、以上です。 

【小池委員長】  ぜひ加えていただきたいと思います。ありがとうございます。ほか

にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

【事務局】  先生、１個後に延ばしたというか、先送りしていたものが１個あり

ます。 

【小池委員長】  お願いします。 
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【事務局】  ６８のところの利水の記述、６８と６９と７０と３つ、実はつなが

っております。この「計画的に」という言葉が何を考えてというとこ

ろの御質問だったかと思います。今、はっきりとお答えできないです

が、「計画的に」という言葉がそもそも適切じゃないような気もしま

す。 

【小池委員長】  そうだと思います。非常に記述の難しいところだと思いますので、

御検討ください。御指摘ありがとうございました。よろしいでしょう

か。それでは、最後に、関係都県として、埼玉県、東京都の方に御参

加いただいておりますので、御意見をいただきたいと思います。ま

ず、埼玉県知事代理、埼玉県県土整備部副部長の小島様、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

【大野委員代理（小

島）】 

 御紹介いただきました埼玉県県土整備部副部長の小島でございま

す。本来であれば知事が出席するところでございますが、本日は公務

の都合により出席がかなわないため、私が代理を務めさせていただい

ております。埼玉県をはじめとしまして、首都圏を支える荒川水系の

実態を踏まえて、今回、荒川水系河川整備基本方針の見直しにつきま

して慎重に御審議いただきましたことに対し、心から御礼申し上げま

す。御提案いただきました河川整備基本方針の変更案につきまして、

埼玉県として特に異議はございません。その上で２点ほどお願いを申

し上げまして、意見に代えさせていただきたいと思います。まず、１

点目でございますが、荒川水系では令和元年東日本台風におきまし

て、二瀬ダムなどの荒川上流のダム群や中流部の荒川第一調節池など

で洪水調節機能が最大限発現されたことによりまして、荒川の堤防は

決壊することなく、流域での甚大な被害が回避されたと認識しており

ます。一方、入間川などの支川では７か所において堤防が決壊しまし

て、甚大な被害が発生いたしました。現在も入間川流域緊急治水対策

プロジェクトとして、国、県、市町が連携して、再度災害防止に向け

た整備を進めているところでございます。そのような中で、河川整備

の加速化などの流す対策に加えまして、総合治水対策の取組を進めて

きた新河岸川をはじめ、荒川流域全域において、国土交通省や東京

都、関係市区町村とさらに密に連携し、ためる対策も加速化していく

必要があると考えております。ためる対策、例えば田んぼダムの取組

でございますが、これにつきましては、冒頭、小池委員長の御挨拶で

も加須市の取組を御紹介いただくとともに、河川整備基本方針にも記

載いただいているところでございますが、流域での特に下流域の自治

体が支援を行う制度が必要と考えておりますので、御検討のほどよろ

しくお願いいたします。２点目でございます。今回の基本方針の変更

に伴う具体的な河川整備の内容につきましては、今後、河川整備計画



 

29 

 

発言者 内容 

の中で議論されるものと思いますので、国において検討いただく内容

について、本県にも十分な情報共有をお願いしたいと考えているとこ

ろでございます。埼玉県といたしましては、以上でございます。本日

はありがとうございました。 

【小池委員長】  どうも御意見、誠にありがとうございます。次に、東京都知事代理

の東京都河川部計画課長、渡辺様、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

【小池委員代理（渡

辺）】 

 東京都建設局河川部計画課長の渡辺と申します。本来、知事が臨時

委員になっておりますが、代理として私の方から発言させていただき

ます。東京都は、荒川流域におきまして、新河岸川や隅田川、神田川

などを管理してございます。都といたしましては、首都を水害から守

るためにも、これらの支川の整備を国と連携して着実に進め、荒川水

系全体の治水、安全性の向上に努めてまいりたいと考えてございま

す。それでは、今回の方針変更に関しまして、２点意見を申し上げさ

せていただきたいと思います。１点目でございます。都が管理してお

ります支川への大きな影響はないという御説明をいただいております

ので、変更自体に特に意見はございませんが、今後、方針の変更を受

けまして検討されます河川整備計画の変更に向けましては、地域自治

体との連携を引き続き図られますようお願いしたいと存じます。２点

目としましては、気候変動は、治水のみならず、厳しい渇水の発生な

ど利水への影響も懸念されるところでございます。荒川のダム群等は

都の水道水源としまして、利根川水系と同様に首都東京の安定給水に

不可欠な施設でございますため、既存ダムの活用などを検討するに当

たりましては、利水者を含む関係者間での十分な調整をお願いしたい

と思います。東京都からの発言は、以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。事務局の方から、先ほど埼玉県の

方から御提案がありましたことについて、何か回答がございますでし

ょうか。 

【事務局】  河川計画調整室長の小澤でございます。埼玉県さんからもお話しあ

りましたように、また、小池委員長からもお話しありましたように、

受益者である下流の自治体が上流域で実施する取組、これをしっかり

理解して上下流の自治体が連携を深める、こういったことは流域治水

の推進の観点から大変重要なことだと思ってございます。流域治水の

取組効果を分かりやすく示すなど、流域全体での取組がさらに推進さ

れるように流域治水協議会の場なんかも活用しながら、埼玉県さんと
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も一緒になって検討、議論を深めていきたいと思っております。ま

た、埼玉県、東京都の両方からお話がありましたように整備計画、ま

た事業を実施する、こういった段階ではしっかり情報を共有しなが

ら、連携を図りながら進めていければと考えてございます。以上でご

ざいます。 

【小池委員長】  どうもありがとうございました。それでは、今回の荒川水系の審議

につきまして、今日も含めて２回の審議をしていただきました。今日

も非常に重要な指摘をいただきました。中北委員からは支川、下流部

で増加しているのはなぜかというような御質問もありましたし、田中

委員からは、入間川の影響ということを解析から出しているわけです

が、それを見える化するとか、あるいは貯留関数の適用に当たって、

荒川の検討で学んだことをベースに技術検討を始めてはいかがかとい

うようなことも御指摘いただきました。戸田委員からは、調節機能

と、それから河道が持っている貯留機能、こういうものをきちっと両

方が分かるように記述を考えるべきということがございました。森委

員からは、幾つかの御指摘の中でも、今後検討すべきこととして、場

と増えた種の相互関係というものを今後明らかにしていかなくてはい

けないという御指摘とともに、河川の適正な利用及び流水の正常な機

能の中で河川環境のところの記述、それ等に含む計画的に流量を確保

するという記述につきまして御指摘をいただきました。これは事務局

で考えを整理して、私自身も一緒に考えていきたいと思っておりま

す。清水委員からは、特に貯留施設、それの可動堰と固定堰の場合の

違いと、それから貯めることの効果をどういうふうに発揮するかとい

う御指摘もいただきました。大変重要な、今後、いわゆる操作になる

わけですけれども、そういうものを河道調節の池の中でどんなふうに

できるのかなというのは大きな課題であろうと思います。髙村委員か

らの御指摘、大変重要な御指摘をいただいたと思っております。私自

身も自ら河川分科会で説明したように、少し分かりにくいなという感

じは持っておりました。そこをシビアな記述とその対応というのが分

かるように、そのために基本方針をつくっているわけですから、それ

がある程度見通せるような説明は必要だなと思っております。大変重

要な御指摘、ありがとうございました。立川委員から、それから清水

委員からもございましたが、うまくいったときのパラメーターとか、

それからこういう技術、先ほどの議論もありましたように、準二次元

を使うということにしているわけですが、そういう技術的なエビデン

スがしっかり引き継がれていくことが大事で、実はそれが一時、必ず

しもそうなっていなかったことがあって、大きな議論になったことも

ありましたので、これはしっかり記述していただいて、引き継いでい
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ただくということが大事かと思います。埼玉県の方からも非常に重要

な御指摘、東京都の方からも利水に関する御指摘をいただきました。

流域治水というものが全ての関係者が協力して取り組む、その基本的

な御指摘であったと思います。そういうものを踏まえて、今後、整備

の議論を進めていくということになろうかと思います。私自身、今そ

のように理解しておりますが、そういう中にあっては、この本文につ

いては、今御指摘いただいたことを事務局と私の方で精査させていた

だきまして対応するということで、そこの部分は私の預かりとして確

認し、分科会に上げさせていただきたいと思いますが、皆様、御意見

等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。（「異議なし」の声

あり） 

【小池委員長】  どうもありがとうございます。異議なしということでございます。

では、そのようにさせていただきたいと思います。２回の審議にわた

りまして、荒川水系の基本方針について御議論いただきまして、あり

がとうございました。今回、御専門としてお加わりいただきました田

中委員、それから埼玉県及び東京都の皆様、ありがとうございまし

た。御尽力に改めて御礼申し上げます。それでは、本会議はここまで

としたいと思います。各委員には熱心に御議論いただき、また、貴重

な御意見をいただきまして、ありがとうございました。本日の議事録

につきましては、内容を確認いただいた後、国土交通省ホームページ

において一般に公開することといたします。本日の議題は以上でござ

います。 

【事務局】  小池委員長、どうもありがとうございました。また、委員の皆様に

おかれましては、長時間にわたる御議論ありがとうございました。そ

れでは、閉会とさせていただきます。 

 


